
 小田原市民ホール条例等の一部改正に対する市民意見の募集結果について 

 

１ 意見募集の概要 

政策等の題名 小田原市民ホール条例等の一部改正 

政策等の案の公表の日 令和５年10月２日（月） 

意見提出期間 令和５年10月２日（月）から令和５年10月31日（火）ま

で 

市民への周知方法 意見募集要項の配布（市内公共施設、ホームページ、文

化政策課窓口、小田原三の丸ホール） 

２ 結果の概要 

  提出された意見は、次のとおりです。 

意見数（意見提出者数） ６件 （２人） 

 インターネット            ２人 

 ファクシミリ            ０人 

 郵送            ０人 

 直接持参            ０人 
 

無効な意見提出            ０人 

３ 提出意見の内容 

  パブリックコメントで提出された意見の内容とそれに対する市の考え方は、次の

とおりです。 

 〈総括表〉 

区分 意見の考慮の結果 件  数 

Ａ 意見を踏まえ、政策等に反映したもの ０ 

Ｂ 意見の趣旨が既に政策等に反映されているもの ０ 

Ｃ 今後の検討のために参考とするもの ０ 

Ｄ その他（質問など） ６ 

 

 

 



 〈具体的な内容〉 

 (1) 募集要項に関すること 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

１ 次の点を明記しない理由

はありますか。 

・契約１回につき、何年

間委託するのか 

・選定基準（どんな指定

管理者を小田原市が望む

のか） 

Ｄ 今回の小田原市民ホール条例等の一部改

正は、指定管理者に管理運営業務を行わ

せることができるようにするものです。

指定の期間や審査基準、業務といった募

集に関する具体な内容は、今後策定する

募集要項に明記します。 

２ 指定管理者が行う業務の

範囲に関する事項につい

て、ホールでの展示等の

企画は、従前通り委託の

対象外ですか。 

Ｄ 

(2) ランニングコストに関すること 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

１ 第６次小田原市総合計画

行政案のパブリックコメ

ントの中で、小田原三の

丸ホールは当面の間は直

営で管理運営を行い、ラ

ンニングコストを精査し

た上で、早期の指定管理

者制度への移行を目指す

と回答がありますが、ラ

ンニングコストを精査し

た結果はどこで確認でき

るのでしょうか。 

Ｄ 今後策定する募集要項に事業規模として

明記いたします。 

(3) 管理運営実施計画に関すること 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

１ 芸術文化創造センター管

理運営実施計画は現在ど

のような立ち位置になっ

ているのでしょうか。 

Ｄ 芸術文化創造センター管理運営実施計画

に示す方針や考え方は、現計画である市

民ホール管理運営実施計画が踏襲してお

り、現計画の最大限の実現を目指し、管

理運営を行っております。 



２ 芸術文化創造センター管

理運営実施計画では「４

つの使命（①育成普及、

②鑑賞の提供、③芸術文

化創造、④施設の提供）

に基づく各事業が効率的

に実現できること、特に

教育普及など公益性の高

い事業の実施と市民参加

を取り入れた運営を継続

的に実施できることを重

視して、管理運営方法を

検討し選択していきま

す」と記載があります

が、小田原三の丸ホール

ではどのような使命（ミ

ッション）を明示してい

ますか。 

Ｄ 芸術文化創造センター管理運営実施計画

に示す方針や考え方を踏襲した現計画で

ある市民ホール管理運営実施計画を踏ま

え、具体な使命は今後策定する募集要項

に明記します。 

３ 芸術文化創造センター管

理運営実施計画では「指

定管理者の創意工夫によ

るインセンティブを与え

るような配慮が必要とな

ります」と記載がありま

すが、小田原三の丸ホー

ルではどのような指定管

理者の創意工夫によりイ

ンセンティブを与えるよ

うな配慮を考えています

か。 

Ｄ 芸術文化創造センター管理運営実施計画

に示す方針や考え方を踏襲した現計画で

ある市民ホール管理運営実施計画を踏ま

え、具体なインセンティブは今後策定す

る募集要項に明記します。 

 


